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市川市条例第  号  

市川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準等を定める条例の一部を改正する条例  

 市川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等

を定める条例（平成２４年条例第３８号）の一部を次のように改正する。  

 目次中「第５節  指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び 

運営に関する基準」  を 
「第５節  共 生 型 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス に 関 す る 基 準  

第６節  指定療養通所介護の事業の基本方針並びに 

（第６１条の２０の２・第６１条の２０の３） 

人員、設備及び運営に関する基準      」 
に改める。  

第１条中「者」の次に「、法第７８条の２の２第１項第１号に規定する基準

及び員数、同項第２号に規定する指定地域密着型サービスの事業の設備及び運

営に関する基準」を加える。  

第２条中第６号を第７号とし、第５号の次に次の１号を加える。  

⑹ 共生型地域密着型サービス 法第７８条の２の２第１項の申請に係る法

第４２条の２第１項本文の指定を受けた者による指定地域密着型サービ



スをいう。  

第３条中「暴力団密接関係者（」の次に「以下この条及び」を、「もの」の次

に「又は病床を有する診療所を開設している者（法第８条第２３項に規定する

複合型サービス（介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。以下「施

行規則」という。）第１７条の１２に規定する看護小規模多機能型居宅介護に

限る。）に係る指定の申請を行う場合に限る。）であって同条例第２条第３号

に規定する暴力団員等（第４４条において「暴力団員等」という。）若しくは

暴力団密接関係者でないもの」を加える。 

第６条第１号中「定める者」の次に「（施行規則第２２条の２３第１項に規定

する介護職員初任者研修課程を修了した者に限る。）」を加える。  

第７条第２項ただし書中「３年以上」を「１年以上（特に業務に従事した経

験が必要な者として規則で定めるものにあっては、３年以上）」に改め、同条第

５項中「の各号」及び「、午後６時から午前８時までの間において」を削り、

同項に次の１号を加える。  

⑿ 介護医療院  

第７条第７項中「午後６時から午前８時までの間は、」を削り、同条第８項中

「、午後６時から午前８時までの間は」を削り、同条第１２項中「第１８２条

第１０項」を「第１８２条第１４項」に改める。  

第１７条中「介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。以下「施

行規則」という。）」を「施行規則」に改める。  

第３３条第３項中「午後６時から午前８時までの間に行われる」を削る。  

第４０条第１項中「３月」を「６月」に改め、同条第４項中「には」の次に

「、正当な理由がある場合を除き」を加え、「行うよう努めなければ」を「行わ

なければ」に改める。 

第４４条中「市川市暴力団排除条例第２条第３号に規定する」を削る。  

第４８条第１項中「定める者」の次に「（施行規則第２２条の２３第１項に規

定する介護職員初任者研修課程を修了した者に限る。）」を加える。  

第４９条第２項ただし書中「３年以上」を「１年以上（特に業務に従事した



経験が必要な者として規則で定めるものにあっては、３年以上）」に改める。  

第６１条の９第６号中「第５条の２」を「第５条の２第１項」に改める。  

第６１条の２５中「９人」を「１８人」に改める。  

第６１条の２７第１項中「運営規程」を「重要事項に関する規程」に改める。 

第６１条の３８中「第３５条中」の次に「「運営規程」とあるのは「第６１条

の３４に規定する重要事項に関する規程」と、」を加える。  

第５章の２中第５節を第６節とし、第４節の次に次の１節を加える。  

第５節 共生型地域密着型サービスに関する基準  

（共生型地域密着型通所介護の基準）  

第６１条の２０の２  地域密着型通所介護に係る共生型地域密着型サービス

（以下この条及び次条において「共生型地域密着型通所介護」という。）の

事業を行う指定生活介護事業者（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及

び運営に関する基準等を定める条例（平成２４年千葉県条例第８８号。以下

この条において「指定障害福祉サービス等基準条例」という。）第８０条第

１項に規定する指定生活介護事業者をいう。）、指定自立訓練（機能訓練）

事業者（指定障害福祉サービス等基準条例第１４３条第１項に規定する指定

自立訓練（機能訓練）事業者をいう。）、指定自立訓練（生活訓練）事業者

（指定障害福祉サービス等基準条例第１５３条第１項に規定する指定自立訓

練（生活訓練）事業者をいう。）、指定児童発達支援事業者（児童福祉法に

基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める

条例（平成２４年千葉県条例第８６号。以下この条において「指定通所支援

基準条例」という。）第６条第１項に規定する指定児童発達支援事業者をい

い、主として重症心身障害児（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第

７条第２項に規定する重症心身障害児をいう。以下この条において同じ。）

を通わせる事業所において指定児童発達支援（指定通所支援基準条例第５条

に規定する指定児童発達支援をいう。第１号において同じ。）を提供する事

業者を除く。）及び指定放課後等デイサービス事業者（指定通所支援基準条



例第７３条第１項に規定する指定放課後等デイサービス事業者をいい、主と

して重症心身障害児を通わせる事業所において指定放課後等デイサービス

（指定通所支援基準条例第７２条に規定する指定放課後等デイサービスをい

う。）を提供する事業者を除く。）が当該事業に関して満たすべき基準は、

次のとおりとする。  

⑴ 指定生活介護事業所（指定障害福祉サービス等基準条例第８０条第１項

に規定する指定生活介護事業所をいう。）、指定自立訓練（機能訓練）事

業所（指定障害福祉サービス等基準条例第１４３条第１項に規定する指定

自立訓練（機能訓練）事業所をいう。）、指定自立訓練（生活訓練）事業

所（指定障害福祉サービス等基準条例第１５３条第１項に規定する指定自

立訓練（生活訓練）事業所をいう。）、指定児童発達支援事業所（指定通

所支援基準条例第６条第１項に規定する指定児童発達支援事業所をい

う。）又は指定放課後等デイサービス事業所（指定通所支援基準条例第  

７３条第１項に規定する指定放課後等デイサービス事業所をいう。）（以

下この号において「指定生活介護事業所等」という。）の従業者の員数が、

当該指定生活介護事業所等が提供する指定生活介護（指定障害福祉サービ

ス等基準条例第７９条に規定する指定生活介護をいう。）、指定自立訓練

（機能訓練）（指定障害福祉サービス等基準条例第１４２条に規定する指

定自立訓練（機能訓練）をいう。）、指定自立訓練（生活訓練）（指定障

害福祉サービス等基準条例第１５２条に規定する指定自立訓練（生活訓

練）をいう。）、指定児童発達支援又は指定放課後等デイサービス（以下

この号において「指定生活介護等」という。）の利用者の数を指定生活介

護等の利用者及び共生型地域密着型通所介護の利用者の数の合計数であ

るとした場合における当該指定生活介護事業所等として必要とされる数

以上であること。  

⑵ 共生型地域密着型通所介護の利用者に対して適切なサービスを提供する

ため、指定地域密着型通所介護事業所その他の関係施設から必要な技術的

支援を受けていること。  



（準用）  

第６１条の２０の３  第１０条から第１４条まで、第１６条から第１９条まで、

第２１条、第２３条、第２９条、第３５条から第３９条まで、第４２条、第

４４条、第５５条、第６１条の２、第６１条の４、第６１条の５第４項及び

前節（第６１条の２０を除く。）の規定は、共生型地域密着型通所介護の事業

について準用する。この場合において、第１０条第１項中「第３２条に規定

する運営規程」とあるのは「運営規程（第６１条の１２に規定する運営規程

をいう。第３５条において同じ。）」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護

従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護の提供に当たる従業者（以

下「共生型地域密着型通所介護従業者」という。）」と、第３５条中「定期巡

回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介

護従業者」と、第６１条の５第４項中「前項ただし書の場合（指定地域密着

型通所介護事業者が第１項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定地域

密着型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。）」とあるのは「共生

型地域密着型通所介護事業者が共生型地域密着型通所介護事業所の設備を利

用し、夜間及び深夜に共生型地域密着型通所介護以外のサービスを提供する

場合」と、第６１条の９第４号、第６１条の１０第５項及び第６１条の１３

第３項中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所

介護従業者」と、第６１条の１９第２項第２号中「次条において準用する第

２１条第２項」とあるのは「第２１条第２項」と、同項第３号中「次条にお

いて準用する第２９条」とあるのは「第２９条」と、同項第４号中「次条に

おいて準用する第３９条第２項」とあるのは「第３９条第２項」と読み替え

るものとする。  

第６３条第１項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を、「特定施

設をいう。以下」の次に「この項において」を加える。  

第６７条第１項中「指定地域密着型介護老人福祉施設」の次に「（ユニット型

指定地域密着型介護老人福祉施設（第１５３条第１項に規定するユニット型指

定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。）を除く。）」



を、「以下」の次に「とし、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設におい

てはユニットごとに当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の入居者

の数と当該共用型指定認知症対応型通所介護の利用者の数の合計が１日当たり

１２人以下となる数」を加え、同条第２項中「第８４条第７項」の次に「及び

第１８２条第８項」を加える。  

第８４条第１項中「及び当該」を「並びに当該」に改め、「の同項に規定する

サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所」の次に「及び第１８２条第

８項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」を加え、

同条第６項の表当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等

のいずれかが併設されている場合の項中「又は指定介護療養型医療施設」を「、

指定介護療養型医療施設」に改め、「限る。）」の次に「又は介護医療院」を

加え、同条第７項中「（以下」の次に「この章において」を加える。  

第８５条第３項、第８６条、第１０５条第３項、第１１３条第２項及び第   

１１４条中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加える。  

第１１９条中第７項を第８項とし、第６項の次に次の１項を加える。  

７ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るた

め、次に掲げる措置を講じなければならない。  

⑴ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上

開催するとともに、その結果について、介護従業者その他の従業者に周知

徹底を図ること。  

⑵ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。  

⑶ 介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修

を定期的に実施すること。  

 第１２７条第３項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加える。 

 第１３２条第４項中「のうち１人以上及び介護職員のうち」を「及び介護職

員のうちそれぞれ」に改め、同項ただし書中「介護老人保健施設」の次に「若

しくは介護医療院」を加え、同条第７項第１号中「若しくは作業療法士」を「、

作業療法士若しくは言語聴覚士」に改め、同項に次の１号を加える。  



⑶ 介護医療院 介護支援専門員  

第１４０条中第６項を第７項とし、第５項の次に次の１項を加える。  

６ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化

を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。  

⑴ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上

開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹

底を図ること。  

⑵ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。  

⑶ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を

定期的に実施すること。  

 第１５４条第４項中「介護老人保健施設」の次に「若しくは介護医療院」を

加え、同条第８項第２号中「若しくは作業療法士」を「、作業療法士若しくは

言語聴覚士」に改め、同項に次の１号を加える。  

⑷ 介護医療院 栄養士又は介護支援専門員  

第１５６条中「介護老人保健施設」の次に「若しくは介護医療院」を加える。  

第１６０条中第８項を第９項とし、第７項の次に次の１項を加える。  

８ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を

図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。  

⑴ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上

開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹

底を図ること。  

⑵ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。  

⑶ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を

定期的に実施すること。  

第１６８条の次に次の１条を加える。  

（緊急時等の対応）  

第１６８条の２ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、現に指定地

域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供を行っているときに入所者



の病状の急変が生じた場合その他必要な場合のため、あらかじめ、第１５４

条第１項第１号に掲げる医師との連携方法その他の緊急時等における対応方

法を定めておかなければならない。  

 第１７１条中第８号を第９号とし、第７号を第８号とし、第６号の次に次の

１号を加える。  

⑺ 緊急時等における対応方法  

 第１８２条第１項中「指定看護小規模多機能型居宅介護（」の次に「第８４

条第７項に規定する」を加え、「又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型

居宅介護事業所」を「及び指定地域密着型介護予防サービス基準条例第４６条

第７項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所

（第６項において「サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所」

という。）の登録者、第８項に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所にあっては、当該本体事業所に係る同項に規定するサテライ

ト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者並びに同項に規定するサ

テライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該サテライ

ト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に係る同項に規定する本体事業所、

当該本体事業所に係る他の同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所及び当該本体事業所に係る第８４条第７項に規定するサテラ

イト型指定小規模多機能型居宅介護事業所」に改め、同条第６項中「指定看護

小規模多機能型居宅介護（」の次に「第８４条第７項に規定する」を加え、「当

該本体事業所に宿泊させて行う指定看護小規模多機能型居宅介護」の次に「及

び第８項に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

にあっては、当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定看護小規

模多機能型居宅介護事業所の登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障が

ない場合に、当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定看護小規模多

機能型居宅介護」を加え、同条第７項に次の１号を加える。  

⑸ 介護医療院  

第１８２条中第１０項を第１４項とし、第９項を第１２項とし、同項の次に



次の１項を加える。  

１３ 第１１項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居

宅介護事業所については、本体事業所の介護支援専門員により当該サテライ

ト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者に対して居宅サービス

計画の作成が適切に行われるときは、介護支援専門員に代えて、看護小規模

多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する前項の規則で定める研修を修了

している者（第１９０条において「研修修了者」という。）を置くことができ

る。  

 第１８２条第８項ただし書中「前項各号」を「第７項各号」に改め、同項を

同条第１１項とし、同条第７項の次に次の３項を加える。  

８ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所（利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求め

られた場合に常時対応し、利用者に対し適切な看護サービスを提供できる体

制にある指定看護小規模多機能型居宅介護事業所であって、指定居宅サービ

ス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について３年以上の経験を

有する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者により設置される当該指定看

護小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定看護小規模多機能型居宅介護事

業所であって、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に対して指定看

護小規模多機能型居宅介護の提供に係る支援を行うもの（以下この章におい

て「本体事業所」という。）との密接な連携の下に運営され、利用者に対し適

切な看護サービスを提供できる体制にあるものをいう。以下同じ。）に置くべ

き訪問サービスの提供に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者について

は、本体事業所の職員により当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅

介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、２人以上

とすることができる。 

９ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所については、夜間及び深夜の時間帯を通じて本体事業所において宿

直勤務を行う看護小規模多機能型居宅介護従業者により当該サテライト型指



定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認

められるときは、夜間及び深夜の時間帯を通じて宿直勤務を行う看護小規模

多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。  

１０ 第４項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅

介護事業所については、看護職員の員数は常勤換算方法で１以上とする。  

第１８３条第２項中「前項」を「第１項」に改め、「介護老人保健施設」の次

に「、介護医療院」を加え、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１

項を加える。  

２ 前項本文の規定にかかわらず、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の

管理上支障がない場合は、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事

業所の管理者は、本体事業所の管理者をもって充てることができる。  

第１８４条中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加える。  

第１８５条第１項中「２９人」の次に「（サテライト型指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所にあっては、１８人）」を加え、同条第２項第１号中「、登録

定員に応じて、」を「登録定員に応じて」に改め、「利用定員」の次に「、サテ

ライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては１２人」を加え、

同項第２号中「９人」の次に「（サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所にあっては、６人）」を加える。  

第１８６条第２項第２号に次のように加える。  

オ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が診療所である場合であって、

当該指定看護小規模多機能型居宅介護の利用者へのサービスの提供に支

障がない場合には、当該診療所が有する病床については、宿泊室を兼用

することができる。  

 第１９０条第１項中「介護支援専門員」の次に「（第１８２条第１３項の規定

により介護支援専門員を配置していないサテライト型指定看護小規模多機能型

居宅介護事業所にあっては、研修修了者。以下この条において同じ。）」を加え

る。  

 第１９３条中「の活動状況」と」の次に「、第８９条中「第８４条第１２項」



とあるのは「第１８２条第１３項」と」を加える。  

 附則第４項中「平成３０年３月３１日」を「平成３６年３月３１日」に改め

る。  

附則第５項を附則第７項とし、附則第４項の次に次の２項を加える。  

５ 第１３２条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有す

る診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成  

３６年３月３１日までの間に転換（当該病院の療養病床等又は当該診療所の

病床の病床数を減少させるとともに、当該病院等の施設を介護医療院、軽費

老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるた

めの施設の用に供することをいう。次項において同じ。）を行って指定地域

密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う医療機関併設型指定地域密着型

特定施設（介護老人保健施設若しくは介護医療院又は病院若しくは診療所に

併設される指定地域密着型特定施設をいう。以下この項及び次項において同

じ。）の生活相談員、機能訓練指導員及び計画作成担当者の員数の基準は、

次のとおりとする。  

⑴ 機能訓練指導員  併設される介護老人保健施設若しくは介護医療院又は

病院若しくは診療所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士により当該

医療機関併設型指定地域密着型特定施設の利用者の処遇が適切に行われ

ると認められるときは、置かないことができること。  

⑵ 生活相談員又は計画作成担当者 当該医療機関併設型指定地域密着型特

定施設の実情に応じた適当数  

６ 第１３４条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有す

る診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成  

３６年３月３１日までの間に転換を行って指定地域密着型特定施設入居者生

活介護の事業を行う場合の医療機関併設型指定地域密着型特定施設において

は、併設される介護老人保健施設若しくは介護医療院又は病院若しくは診療

所の施設を利用することにより、当該医療機関併設型指定地域密着型特定施

設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、当該医療機関併設



型指定地域密着型特定施設に浴室、便所及び食堂を設けないことができる。 

附 則  

この条例は、公布の日から施行する。  

 



理  由  

 

介護保険法の改正に伴い共生型地域密着型通所介護の事業の人員、設備及

び運営に関する基準を加えるとともに、国の「指定地域密着型サービスの事

業の人員、設備及び運営に関する基準」の改正を踏まえ利用者に係る身体的

拘束等の適正化を図るために必要な措置を講ずることとするほか、所要の改

正を行う必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。  

 


